
貿易一般保険包括保険（機械・鉄道・船舶：特定 2 年未満）手続細則・新旧対照表 
 

新 旧 備考 

貿易一般保険包括保険（機械設備・鉄道車両・ 

船舶：特定２年未満案件）手続細則 

 

 

平成１３年４月１日 ０１－制度―０００２４ 

沿革     （略） 

        平成２４年３月１６日 一部改正 

 

 

第１条～第２８条 （略） 

 

附 則 （略） 

この改正は、平成 24 年４月１日から実施する。 

 

 

別表１～別表４ （略） 

 

別表５（第17条第1項第1号関係） 

約款第３条第１号のてん補危険の場合の提出書類 

提出書類 備考 

１．～４．（略）  

５．損失額計算の

基礎となる

証拠書類の

写し 

（1）損失額の算出根拠等 

①供給契約を証する書類 

②既支出費用を証する書類（製造原価

計算書、ライセンス契約料等） 

（2）貨物の処分・保全に要した費用等  

①貨物の処分を証する書類（廃棄証明

書等） 

②貨物の処分のために要した費用を証

貿易一般保険包括保険（機械設備・鉄道車両・ 

船舶：特定２年未満案件）手続細則 

 

 

平成１３年４月１日 ０１－制度―０００２４ 

沿革     （略） 

 

 

 

第１条～第２８条 （略） 

 

附 則 （略） 

 

 

 

別表１～別表４ （略） 

 

別表５（第17条第1項第1号関係） 

約款第３条第１号のてん補危険の場合の提出書類 

提出書類 備考 

１．～４．（略）  

５．損失額計算の

基礎となる

証拠書類の

写し 

（1）損失額の算出根拠等 

①供給契約を証する書類 

②既支出費用を証する書類（製造原価

計算書、ライセンス契約料等） 

（2）貨物の処分・保全に要した費用等  

①貨物の処分を証する書類（廃棄証明

書等） 

②貨物の処分のために要した費用を証

 

 

 

 

 

 

 

 

 



貿易一般保険包括保険（機械・鉄道・船舶：特定 2 年未満）手続細則・新旧対照表 
する書類 

③貨物を船積国以外の国に転売した場

合は以下の書類 

(ｲ) 当該貨物の船積を証する書類

（船荷証券、インボイス） 

(ﾛ) 転売に係る輸出契約書等 

(ﾊ) 倉庫保管料、運送費用又は加工

等を行った場合には当該加工費

用等 

④在庫証明書、入出庫証明書 

 

 

６．～９．（略）  

10．保険証券、又

は保険契台

帳 

（1）保険金受取人が被保険者である場合

には、保険証券又は保険契約台帳の

写し（契約変更や保険期間の延長等

により、変更証券が発行された場合

には当該証券の写しも併せて提出の

こと） 

（2）質権者又は譲渡担保権者が請求する

場合には、保険証券又は保険契約台帳

の原本（契約変更や保険期間の延長等

により、変更証券が発行された場合に

は当該証券の原本も併せて提出のこ

と） 

 

 

11．～12．（略）  

注：ただし、上記提出書類は日本貿易保険が認めた場合に限り他

の証明書類で代替することができる。 

 

別表６（第17条第１項第2号関係） 

する書類 

③貨物を船積国以外の国に転売した場

合は以下の書類 

(ｲ) 当該貨物の船積を証する書類

（船荷証券、インボイス） 

(ﾛ) 転売に係る輸出契約書等 

(ﾊ) 倉庫保管料、運送費用又は加工

等を行った場合には当該加工費

用等 

④在庫証明書、入出庫証明書（ただし、

請求する保険金の額が300万円以下の

場合、当該証明書は不要） 

６．～９．（略）  

10．保険証券、又

は保険契台

帳 

（1）保険金受取人が被保険者である場合

には、保険証券又は保険契約台帳の

写し（契約変更や保険期間の延長等

により、変更証券が発行された場合

には当該証券の写しも併せて提出の

こと） 

（2）質権者又は譲渡担保権者が請求する

場合には、保険証券又は保険契約台帳

の原本（契約変更や保険期間の延長等

により、変更証券が発行された場合に

は当該証券の原本も併せて提出のこ

と） 

※上記(1)は、請求する保険金の額が300

万円以下の場合には不要 

11．～12．（略）  

注：ただし、上記提出書類は日本貿易保険が認めた場合に限り他

の証明書類で代替することができる。 

 

別表６（第17条第１項第2号関係） 



貿易一般保険包括保険（機械・鉄道・船舶：特定 2 年未満）手続細則・新旧対照表 
約款第３条第２号又は第４号のてん補危険の場合の提出書類 

提出書類 備考 

１．～３．（略）  

４．未決済及び当

該未決済額

を確認でき

る書類 

（1）手形及びＩＬＣ決済等の場合は、銀

行が発行する未決済額の確認可能書

類等（銀行間のSWIFT電文書類の写し

等、銀行等からの取立や督促に対し

て不払いを確認できる書類） 

（2）支払人からの債務確認書（可能な限

り取得のこと。） 

 

 

 

５．保険事故を認

でき書類 

（1）非常危険の場合 

①ローカルデポジットの証明書の写

し 

②外貨割当申請書の写し 

③規制及び措置に関する法令等 

④その他日本貿易保険が特に認める

書類 

（2）信用危険の場合  

①破産手続開始の決定については、

現地裁判所の公告、破産管財人の決

定等、手続きの開始を証明する書類 

②３ヶ月以上の債務の履行遅滞につ

いては、保険事故に係わる事実関係

（不払いの理由、支払人等の現状）、

支払人への督促状況を確認できる

書類（支払人の財務状況の確認資料

として、直近のアニュアルレポー

ト、信用調査機関の報告書等を可能

な限り入手・提出のこと。） 

約款第３条第２号又は第４号のてん補危険の場合の提出書類 

提出書類 備考 

１．～３．（略）  

４．未決済及び当

該未決済額

を確認でき

る書類 

（1）手形及びＩＬＣ決済等の場合は、銀

行が発行する未決済額の確認可能書

類等（銀行間のSWIFT電文書類の写し

等、銀行等からの取立や督促に対して

不払いを確認できる書類） 

（2）支払人からの債務確認書（可能な限

り取得のこと。） 

 

※上記(１)、(2)は、請求する保険金の額

が300万円以下の場合には不要 

５．保険事故を確

認できる書

類 

（1）非常危険の場合 

①ローカルデポジットの証明書の写

し 

②外貨割当申請書の写し 

③規制及び措置に関する法令等 

④その他日本貿易保険が特に認める

書類 

（2）信用危険の場合  

①破産手続開始の決定については、

現地裁判所の公告、破産管財人の決

定等、手続きの開始を証明する書類 

②３ヶ月以上の債務の履行遅滞につ

いては、保険事故に係わる事実関係

（不払いの理由、支払人等の現状）、

支払人への督促状況を確認できる

書類（支払人の財務状況の確認資料

として、直近のアニュアルレポー

ト、信用調査機関の報告書等を可能

な限り入手・提出のこと。） 



貿易一般保険包括保険（機械・鉄道・船舶：特定 2 年未満）手続細則・新旧対照表 
 

 

６．～８．（略）  

９．保険証券、又

は保険契約

台帳  

（1）保険金受取人が被保険者である場合

には、保険証券又は保険契約台帳の

写し（契約変更や保険期間の延長等

により、変更証券が発行された場合

には当該証券の写しも併せて提出の

こと） 

（2）質権者又は譲渡担保権者が請求する

場合には、保険証券又は保険契約台

帳の原本（契約変更や保険期間の延

長等により、変更証券が発行された

場合には当該証券の原本も併せて提

出のこと） 

 

 

10．一部入金があ

る場合の入

金額を確認

できる書 

銀行が発行する入金の確認可能な書類等 

 

 

 

11．決済金額及び

決済期限が

確定してい

ることを確

認できる書

類の写し 

中長期案件の場合、貿易一般保険約款に基

づく「決済金額及び決済期限等確定の通

知」の写し 

 

12．為替換算率証

明書 

外貨建契約及び損失防止費用の算定・確認

のため（一部日本貿易保険で確認できる為

替換算率があるため、事前確認のこと。） 

 

 

※上記（2）①～②は、請求する保険金の

額が300万円以下の場合には不要 

６．～８．（略）  

９．保険証券、又

は保険契約

台帳  

（1）保険金受取人が被保険者である場合

には、保険証券又は保険契約台帳の

写し（契約変更や保険期間の延長等

により、変更証券が発行された場合

には当該証券の写しも併せて提出の

こと） 

（2）質権者又は譲渡担保権者が請求する

場合には、保険証券又は保険契約台

帳の原本（契約変更や保険期間の延

長等により、変更証券が発行された

場合には当該証券の原本も併せて提

出のこと） 

※上記(1)は、請求する保険金の額が300万

円以下の場合には不要 

10．一部入金があ

る場合の入

金額を確認

できる書類 

銀行が発行する入金の確認可能な書類等 

 

※請求する保険金の額が300万円以下の場

合には不要 

11．決済金額及び

決済期限が

確定してい

ることを確

認できる書

類の写し 

中長期案件の場合、貿易一般保険約款に基

づく「決済金額及び決済期限等確定の通

知」の写し 

※請求する保険金の額が300万円以下の場

合には不要 

12．為替換算率証

明書 

外貨建契約及び損失防止費用の算定・確認

のため（一部日本貿易保険で確認できる為

替換算率があるため、事前確認のこと。） 

※請求する保険金の額が300万円以下の場

合には不要 



貿易一般保険包括保険（機械・鉄道・船舶：特定 2 年未満）手続細則・新旧対照表 
13．支払保証付き

案件の場合、

保証状の写

し 

ＩＬＣ、Ｌ／Ｇなど支払保証付き案件につ

いてその写し 

 

14．（略）  

15．輸出承認・許

可証又は支払

等許可書の写

し 

政府の輸出承認・許可又は支払等許可を必

要とする契約の場合、その写し 

 

 

16．～20．（略）  

注：ただし、上記提出書類は日本貿易保険が認めた場合に限り他

の証明書類で代替することができる。 

 

 

13．支払保証付き

案件の場合、

保証状の写

し 

ＩＬＣ、Ｌ／Ｇなど支払保証付き案件につ

いてその写し 

※請求する保険金の額が300万円以下の場

合には不要 

14．（略）  

15．輸出承認・許

可証又は支払

等許可書の写

し 

政府の輸出承認・許可又は支払等許可を必

要とする契約の場合、その写し 

※請求する保険金の額が300万円以下の場

合には不要 

16．～20．（略）  

注：ただし、上記提出書類は日本貿易保険が認めた場合に限り他

の証明書類で代替することができる。 

 

 

 


